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議案第３号	 恵庭市まちづくり基本条例の一部を改正する条例に対する修正案 

 

上記の議案に対する修正案を会議規則第１０１条の規定により別紙のとおり提出します。 

 

 



	 	 	 議案第３号	 恵庭市まちづくり基本条例の一部を改正する条例に対する修正案 

 

恵庭市まちづくり基本条例の一部を改正する条例条例の一部を次のとおり修正する。 

	 第１２条に次の１項を加える。 

	 ２	 市は、市民が年齢、障がいの有無、国籍等にかかわりなく市民参画の機会を得るこ

とができるよう努めます。 



恵庭市まちづくり条例新旧対照表 

修正前 修正案 

 （市民参加の推進）	

第 12 条	 市は、市民がまちづくりに参加できる

場や機会を設け、ワークショップなど市民が参

加しやすい環境づくりに努めなければなりませ

ん。	

	

	

（市民参加の推進）	

第 12 条	 市は、市民がまちづくりに参加できる

場や機会を設け、ワークショップなど市民が参

加しやすい環境づくりに努めなければなりませ

ん。	

	

2	 市は、市民が年齢、障がいの有無、国籍等

にかかわりなく市民参画の機会を得ることがで

きるよう努めます。	

	

	

備考	 修正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 


